
設計の実施

設計業務契約

設計業務完了

価格等の交渉・見積合わせ・工事契約

工事実施

工事完成

工事変更契約

交渉等技術資料作成業務完了

設計業務

設計業務完了後は、工事完成までの間、

交渉等技術資料作成業務のみを随契にて継続

②施工段階の業務
条件変更があった場合に工事受注者から提出される数量や金額などの現場精査、
設計図書の変更に関する個別精算作業
設計変更（工期終盤に１回）に関する図面、数量書、単価作成資料、見積徴集、
見積検討資料（見積比較表等）、内訳書の作成（設計変更積算業務）
国有財産目録作成及び受渡し資料の取り纏め
離島等における遠隔地からの労働者確保に関する費用等に係る実績の確認

発注者と技術協力業務の
受注者の協議

（設計・価格等）

発注者が交渉

発注者が交渉

※ 本業務は、設計業務と同様、地方防衛局等への常駐は求めな
い。ただし、部外への持ち出しを制限する資料等を用いる作
業を行う際には、地方防衛局等で行う。

※発注者と技術協力業務の
受注者の協議結果を反映

●ＥＣＩ方式において適用する交渉等技術資料作成業務について

ＥＣＩ方式における①三者（発注者、設計者及び優先交渉権者）間の調整・協力に資する技術資料の作成及び②三者間の設計
協力協定に基づく施工時における条件変更等に伴う設計図書等を変更するにあたり、発注者と施工者間の調整に資する技術資料
の作成等を行い、発注者の指示に基づく設計、技術協力、施工に関する技術的な補完を行う。

業務の目的

【通知文書】設計段階から施工者が関与する方式（技術協力・施工タイプ）において適用する交渉等技術資料作成業務の手引について（防整技第７９０号。令6.1.18）

優先交渉権者がＥＣＩ方式による工事の請負契約を締結した
後の発注者における体制を補完する業務

①設計・交渉段階の業務
設計業務の成果品（数量書、見積書など）を基に、単価入力、経費計算を実施
し、工事価格を算出（局から貸与されたパソコンで実施）
上記で実施する積算と優先交渉権者から提出される見積書の単価比較表の作成、
単価比較の検証及びその資料整理（価格の妥当性などの資料作成・整理）
専門部会等における価格等の交渉に必要な説明資料の作成

優先交渉権者との価格等の交渉の実施に係る発注者における
事前準備の体制を補完する業務

交渉等技術資料作成業務
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フリーテキスト
資料１


